
海老名市東柏ヶ谷四丁目自治会規約 

 

 

第 1 章 総 則 

（名 称） 

第１条 この自治会は、海老名市東柏ヶ谷四丁目自治会（以下「自治会」とい

う。）と称する。 

（目 的） 

第２条 自治会は、よりよい環境づくりや自治会員相互の親睦と自治会運営の

啓発を目的とする。 

（事 業） 

第３条 自治会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１ 生活環境の整備 

２ 防犯、防災に関する業務 

３ 市政に基づく一般示達並びに連絡業務 

４ 会員相互の連絡業務 

５ その他、目的達成に必要な業務 

（その他の業務） 

第４条 この規定に定めてあるもの以外の業務執行、その他必要な事項は、事

務局会において定める。 

（会 員） 

第５条 会員は、自治会地域内の居住者（世帯主）及び事業主をもって当てる。 

第２章 役 員 

（役 員） 

第６条 自治会は、次の役員をおく。 

１ 会 長      ・・・・・ １名 

２ 副会長      ・・・・・ 若干名 

３ 事務局      ・・・・・ 若干名←事務局長以下５名 

４ 館長(自治会館、ふれあい館）・・・・ 各１名←自治会館館長 １名 

５ 会計監査（非常勤） ・・・・ ２名 

６ 相談役（非常勤） ・・・・・ 若干名 

７ 地区長      ・・・・・ 若干名 

８ ブロック長    ・・・・・ 各ブロック１名 

９ 組 長      ・・・・・ 各組１名 

 

－  － 



（役員選出） 

第７条 前条に定める役員は、自治会員の中から役員が推薦し選出するものと

し、各役員は、兼務することができる。 

２ 地区長は、各ブロック長から選出するものとする。 

（役員業務） 

第８条 第６条に定める役員の業務は、次のとおりとする。 

 １ 会 長 

   自治会を代表し、会務を統括する。 

   必要に応じて、諮問委員会を設置することができる。 

 ２ 副会長 

   会長の業務を補佐し、会長に事故あるときは、会長代行としてその業務

を推進する。 

 ３ 事務局は、以下の業務を分担する。 

 （事務局長） 

  ・ 日常的な活動を円滑に推進するために、以下の職務を統括する。 

 （事 務） 

  ・ 自治会に必要な資料の準備、記録の保存 

 （環境・美化） 

  ・ 生活環境の維持改善並びに環境美化意識の啓蒙 

 （防 犯） 

  ・ 防犯活動の推進と防犯意識の啓蒙 

 （防 災） 

  ・ 地域防災組織の編成並びに訓練活動、防災意識の啓蒙 

 （青少年育成） 

  ・ 自治会活動を通じて、青少年の健全育成を図る。 

 （会 計） 

  ・ 金銭出納に従事する。 

 ４ 会計監査 

   金銭出納を監査する。 

５ 地区長 

回覧配布物を会長から受け取り、各ブロック長に配布する。 

ゴミ集積所問題、防犯・防災意識の啓蒙並びに行事の企画等を推進する。 

また、必要に応じて地区会又は担当者会を開催して意見調整を行い、定例 

会に提案する。 

 

－  － 



６ ブロック長 

   回覧配布物を地区長から受け取り、各組長に配布する。 

担当の各組を代表し、本規約に定める活動全般に従事するとともに役割 

分担に応じた業務を推進する。 

 ７ 組 長 

  回覧配布物をブロック長から受け取り、各世帯に配布・自治会員に回覧す 

る。  

組を代表し、本規約に定める活動全般に従事する。 

（役員任期） 

第９条 役員の任期は、次のとおりとする。 

 １ 第６条１～４の役員の任期は、２ケ年とする。 

 ２ 第６条５～９の役員の任期は、１ケ年とする。 

 ３ 役員に欠員が生じた場合は、補充できる。ただし、後任役員の任期は、 

前任者の残余任期とする。 

 ４ 特別な事情のない限り、再任を妨げない。 

（役員手当） 

第 10 条 自治会の役員には、総会の承認を得て、手当てを支給することができ

る。ただし、兼務の場合は、高額（上位）の手当てのみとする。 

第３章 会 議 

（会 議） 

第 11 条 会議は、総会、臨時総会、事務局会、定例会、地区会及び担当者会と

し、その内容は、次のとおりとする。 

 １ 総会は、毎年３月に開催する。 

２ 臨時総会は、会長が必要と認めた時又は第２条の精神に基づき、役員の 

２分の１以上の要求があった場合に開催する。 

 ３ 事務局会は、会長、副会長、事務局で構成し、会長が必要に応じて召集

して開催する。 

 ４ 定例会は、毎月１回開催し、自治会運営に必要な事項を審議する。 

 ５ 地区会は、それぞれの地区が抱える事案について、必要な事項を審議す 

る。 

 ６ 担当者会は、それぞれが担当する事案について、必要な事項を審議する。 

（議 決） 

第 12 条 会議の招集は、会長又は、各地区長等が行い、議決は、出席者の過半

数以上の賛成により、これを決するものとする。また、同数の場合は、

会長又は各地区長等の議決に従うものとする。 

―  － 



第４章 会 計 

（運営費） 

第 13 条 自治会の運営費は、自治会費、海老名市からの補助金その他の収入を 

もって、これに充てる。 

 １ 自治会費は、月額２５０円とする。変更する場合は、総会において決定 

する。 

 ２ 自治会費は、５月、９月、１月にそれぞれ４か月分を各組長が集金する

ことを標準とし、担当ブロック長経由、事務局会計担当に納入する。 

 ３ 会長は、収支予算書並びに収支決算書及び監査報告書を総会に提出し、 

承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第 14 条 自治会の会計年度は、決算書の作成できる日より総会の２週間前まで 

とする。 

  

 

 附則 

第１条 自治会規約で定めるもののほか、必要な事項については、事務局会に 

おいて定める。 

第２条 この規約の改廃については、総会に諮問してこれを定める。 

第３条 この規約は、昭和５４年４月１日より施行する。 

第４条 この規約を平成３年４月１日より一部改正し、施行する。 

第５条 この規約を平成５年４月１日より一部改正し、施行する。 

第６条 この規約を平成９年４月１日より一部改正し、施行する。 

第８条 この医薬を平成１０年４月１日より一部改正し、施行する。 

第９条 この規約を平成１７年４月１日より一部改正し、施行する。 

第１０条 この規約を平成１８年４月１日より一部改正し、施行する。  

第１１条 この規約を平成２１年４月１日より一部改正し、施行する。 
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